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議 案 番 号 　　　　　　　題　　　　　　　　　　名

議第 ９  ５ 号　　 大分市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部

改正について

議第 ９ ６ 号　　大分市県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正につ 

いて

議第 ９  ７ 号　　 大分市営住宅条例及び大分市従前居住者用賃貸住宅条例の一

部改正について

議第 ９  ８ 号　　大分市水道事業の設置等に関する条例の一部改正等について

議第 ９  ９ 号　　大分市消防団条例の一部改正について

議第１００号　　 大分市立小学校設置条例及び大分市立中学校設置条例の一部

改正について

議第１０１号　　大分市立幼稚園条例の一部改正について

議第１０２号　　大分市いじめ問題第三者調査委員会条例の一部改正について

議第１０３号　　公の施設に係る指定管理者の指定について

議第１０４号　　公の施設に係る指定管理者の指定について

議第１０５号　　公の施設に係る指定管理者の指定について

議第１０６号　　公の施設に係る指定管理者の指定について

議第１０７号　　公の施設に係る指定管理者の指定について

議第１０８号　　大分地域広域市町村圏協議会の廃止に関する協議について

議第１０９号　　 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表

示の方法について

議第１１０号　　 工事請負契約の締結について（本庁舎耐震性能増強外改修工

事）

議第１１１号　　市道路線の認定及び廃止について



議 第 ９ ５ 号

　　　大分市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部改正

　　　について

　大分市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出　　　

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　　　大分市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改

　　　正する条例

　大分市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例（昭和５４年大分市条

例第３５号）の一部を次のように改正する。

　第２条第３項中「 第１１３条の２第３項」を「 第１１３条の３第３項」に改

める。

　第３条中「 第８８条第１項」を「 第８７条の５第１項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

　土地改良法の一部改正に伴い、規定の整備をいたしたく本案を提出する。

—  議９５ 〜１   —



議 第 ９ ６ 号

　　　大分市県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正について

　大分市県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例を次のよう

に定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　　　大分市県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例

　大分市県営土地改良事業分担金等徴収条例（昭和４９年大分市条例第５７号）

の一部を次のように改正する。

　第６条第１項中「 第１１３条の２第３項」を「 第１１３条の３第３項」に改

める。

　別表県営基幹水利施設保全対策事業の項中「 １０パーセント」を「 ５パーセ

ント」に改める。

　　　附　則

　この条例中第６条第１項の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成

３０年４月１日から施行する。

提案理由

　大分市県営土地改良事業の分担金の徴収率を改定するとともに、土地改良法

の一部改正に伴い規定の整備をいたしたく本案を提出する。

—  議９６ 〜１   —



議 第 ９ ７ 号

　　　大分市営住宅条例及び大分市従前居住者用賃貸住宅条例の一部改　　　

　　　正について

　大分市営住宅条例及び大分市従前居住者用賃貸住宅条例の一部を改正する条

例を次のように定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　　　大分市営住宅条例及び大分市従前居住者用賃貸住宅条例の一部を　　　

　　　改正する条例

　（大分市営住宅条例の一部改正）

第 １条　大分市営住宅条例（平成９年大分市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。

　 　第１５条第１項ただし書中「 による」の次に「 報告の」を加え、同条第５

項中「 第１項」の次に「（入居者（省令第８条各号に掲げる者に限る。）が

第１７条第１項に規定する収入の申告をすること及び第３７条第１項の規定

による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、

第４項）」を加え、同項を同条第６項とし、同条中第４項を第５項とし、第

３項の次に次の１項を加える。

　４ 　市長は、市営住宅の入居者（公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令

第１９号。以下「 省令」という。）第８条各号に掲げる者に限る。）が第

１７条第１項に規定する収入の申告をすること及び第３７条第１項の規定

による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第１

項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、

省令第９条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、近

—  議９７ 〜１   —



傍同種の住宅の家賃以下で政令第２条に規定する方法により算出した額と

することができる。

　 　第１６条第１項中「 前条第４項」を「 前条第５項」に改める。

　 　第３０条第１項中「 の額」の次に「（入居者（省令第８条各号に掲げる者

に限る。）が第１７条第１項に規定する収入の申告をすること及び第３７条

第１項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認

めるときは、省令第９条に規定する方法により把握した当該入居者の収入の

額。次項において同じ。）」を加える。

　 　第３２条第１項中「 第１５条第１項」の次に「（入居者（省令第８条各号

に掲げる者に限る。）が第１７条第１項に規定する収入の申告をすること及

び第３７条第１項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にある

と市長が認めるときは、第１５条第４項。第３４条第１項において同じ。）」

を加え、同条第２項中「 勘案し」の次に「 、かつ、」を加え、同条第４項中「 第

１５条第４項若しくは第５項」を「 第１５条第５項若しくは第６項」に改める。

　 　第３７条第１項中「 第４項若しくは第５項」を「 第５項若しくは第６項」

に改める。

　　第４０条中「 第１１条」を「 第１２条」に改める。

　 　第４１条中「 及び第５項」を「 から第６項まで」に、「 第１１条」を「 第

１２条」に改める。

　（大分市従前居住者用賃貸住宅条例の一部改正）

第 ２条　大分市従前居住者用賃貸住宅条例（平成１１年大分市条例第３１号）

の一部を次のように改正する。

　 　第１１条第１項ただし書中「 による」の次に「 報告の」を加え、同条第５

項中「 第１項」の次に「 、第４項」を加え、同項を同条第６項とし、同条第

４項中「 第１項」の次に「 及び前項」を加え、「 同項」を「 これら」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。

—  議９７ 〜２   —



　４ 　市長は、入居者（公営住宅法施行規則（昭和２６年建設省令第１９号。

以下「 省令」という。）第８条各号に掲げる者に限る。）が第１３条第１

項に規定する収入の申告をすること及び第２８条第１項の規定による報告

の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第１項の規定に

かかわらず、当該入居者の従前居住者用賃貸住宅の毎月の家賃を、毎年度、

省令第９条に規定する方法の例により把握した当該入居者の収入に基づ

き、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第２条に規定する方法の例により算

出した額とすることができる。

　　第１２条中「 及び第４項」を「 、第４項及び第５項」に改める。

　 　第２６条第１項中「 の額」の次に「（入居者（省令第８条各号に掲げる者

に限る。）が第１３条第１項に規定する収入の申告をすること及び第２８条

第１項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認

めるときは、省令第９条に規定する方法の例により把握した当該入居者の収

入の額）」を加える。

　 　第２７条第２項中「 第１１条第４項」を「 第１１条第５項」に、「 及び第

４項」を「 、第４項及び第５項」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律による公営住宅法等の一部改正に伴い、所要の改正をいたし

たく本案を提出する。

—  議９７ 〜３   —



議 第 ９ ８ 号

　　　大分市水道事業の設置等に関する条例の一部改正等について

　大分市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する等の条例を次のよう

に定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　　　大分市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する等の条例

　（大分市水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第 １条　大分市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年大分市条例第５３

号）の一部を次のように改正する。

　　題名を次のように改める。

　　　　大分市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例

　　第１条に次の１項を加える。

　２ 　都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与するとともに、公共用水域

の水質の保全に資するため、公共下水道事業（以下「 下水道事業」という。）

を設置する。

　 　第６条第１項中「 水道事業」を「 上下水道事業」に、「 基づき」を「 より」

に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「 次の各号に」を「 次に」に、「 、

前事業年度」を「 前事業年度」に改め、同項第３号中「 水道事業」を「 上下

水道事業」に改め、同条を第７条とする。

　　第５条中「 水道事業」を「 上下水道事業」に改め、同条を第６条とする。

　　第４条中「 水道事業」を「 上下水道事業」に改め、同条を第５条とする。

　 　第３条第３項中「 水道局」を「 上下水道局」に、「 管理部」を「 上下水道

部」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「 水道局長」を「 上下水

—  議９８ 〜１   —



道局長」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項中「 地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号。以下「 法」という。）」を「 法」に、「 基づき」

を「 より」に、「 水道事業管理者（以下「 管理者」という。）」を「 管理者」

に、「 水道局」を「 上下水道局」に改め、同項を同条第２項とし、同条に第

１項として次の１項を加え、同条を第４条とする。

　　 　法第７条ただし書の規定に基づき、上下水道事業を通じて上下水道事業

管理者（以下「 管理者」という。）１人を置く。

　 　第２条第１項中「 水道事業」の次に「 及び下水道事業（以下「 上下水道事

業」という。）」を加え、同条に次の１項を加え、同条を第３条とする。

　３ 　下水道事業は、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項の規

定により定めた事業計画の区域において実施するものとする。

　　第１条の次に次の１条を加える。

　　（法の適用）

　第 ２条　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下「 法」という。）

第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第

１条第２項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

　（大分市公共下水道事業の設置等に関する条例の廃止）

第 ２条　大分市公共下水道事業の設置等に関する条例（平成２１年大分市条例

第３５号）は、廃止する。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、

公布の日から施行する。

　（準備行為）

２ 　市長及び水道事業管理者は、この条例の施行の日（以下「 施行日」という。）

前においても、第１条の規定による改正後の大分市水道事業及び公共下水道

—  議９８ 〜２   —



事業の設置等に関する条例の実施のために必要な準備行為をすることができ

る。

　（大分市公共下水道事業の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置）

３ 　施行日前に第２条の規定による廃止前の大分市公共下水道事業の設置等に

関する条例第１条に規定する大分市公共下水道事業（以下「 大分市公共下水

道事業」という。）に関し市長が行った処分その他の行為又はこの条例の施

行の際現に大分市公共下水道事業に関し市長に対して行っている申請その他

の行為で、施行日以後において上下水道事業管理者（以下「 管理者」という。）

が処理することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、管理者が

行った処分その他の行為又は管理者に対して行っている申請その他の行為と

みなす。

　（大分市まちづくり自治基本条例の一部改正）

４ 　大分市まちづくり自治基本条例（平成２４年大分市条例第１号）の一部を

次のように改正する。

　　第２条第２項中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改める。

　（大分市事務分掌条例の一部改正）

５ 　大分市事務分掌条例（昭和５８年大分市条例第８号）の一部を次のように

改正する。

　　　　　　「 都市計画部

　　第１条中　　　　　　　を「 都市計画部」に改める。

　　　　　　　下水道部　」

　　第２条第１２号を削る。

　（大分市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正）

６ 　大分市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成１６

年大分市条例第１号）の一部を次のように改正する。

　 　第２条第２号及び第８条中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」

—  議９８ 〜３   —



に改める。

　（大分市情報公開条例の一部改正）

７ 　大分市情報公開条例（平成１６年大分市条例第３号）の一部を次のように

改正する。

　　第２条第１号中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改める。

　（大分市個人情報保護条例の一部改正）

８ 　大分市個人情報保護条例（平成１４年大分市条例第３６号）の一部を次の

ように改正する。

　　第２条第１号中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改める。

　（大分市職員定数条例の一部改正）

９ 　大分市職員定数条例（昭和３８年大分市条例第１０号）の一部を次のよう

に改正する。

　　第２条第７号中「 水道局」を「 上下水道局」に改める。

　（大分市における公正な職務の執行の確保等に関する条例の一部改正）

１ ０　大分市における公正な職務の執行の確保等に関する条例（平成２１年大

分市条例第３４号）の一部を次のように改正する。

　 　第２条第１号及び第２２条第１項中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業

管理者」に改める。

　（大分市常勤特別職の給与に関する条例の一部改正）

１ １　大分市常勤特別職の給与に関する条例（昭和３８年大分市条例第８３

号）の一部を次のように改正する。

　　第１条及び別表中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改める。

　（大分市常勤特別職の給料月額の臨時特例措置に関する条例の一部改正）

１ ２　大分市常勤特別職の給料月額の臨時特例措置に関する条例（平成２７年

大分市条例第３０号）の一部を次のように改正する。

　　本則中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改める。

—  議９８ 〜４   —



　（大分市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正）

１ ３　大分市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和４０年大分市条例第３９号）

の一部を次のように改正する。

　 　別表１３の項中「 公共下水道、」を削り、同表１８の項中「 都市計画部、

下水道部等」を「 都市計画部等」に改める。

　（大分市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正に伴う経過措置）

１ ４　前項の規定による改正後の大分市職員の特殊勤務手当支給条例の規定

は、施行日以後に従事した職務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日

前に従事した職務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

　（大分市常勤特別職の退職手当支給条例の一部改正）

１ ５　大分市常勤特別職の退職手当支給条例（平成８年大分市条例第１号）の

一部を次のように改正する。

　 　第１条、第２条第３項及び第３条第４号中「 水道事業管理者」を「 上下水

道事業管理者」に改める。

　（大分市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

１ ６　大分市職員等の旅費に関する条例（昭和３９年大分市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。

　 　第２条第１項第１号中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改

める。

　（大分市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正）

１ ７　大分市督促手数料及び延滞金徴収条例（昭和３９年大分市条例第１３

号）の一部を次のように改正する。

　　第２条中「 企業管理者」を「 市長等」に改める。

　　第６条中「 市長」を「 市長等」に改める。

　　第７条中「 規則で」を「 市長等が別に」に改める。

　（大分市債権管理条例の一部改正）

—  議９８ 〜５   —



１ ８　大分市債権管理条例（平成２８年大分市条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。

　　第４条中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改める。

　　第７条中「 市長」を「 市長等」に改める。

　（大分市公共下水道整備促進基金条例の一部改正）

１ ９　大分市公共下水道整備促進基金条例（平成９年大分市条例第２４号）の

一部を次のように改正する。

　 　第５条中「 市長」を「 上下水道事業管理者（以下「 管理者」という。）」

に改める。

　　第７条中「 市長」を「 管理者」に改める。

　（大分市公共下水道条例の一部改正）

２ ０　大分市公共下水道条例（昭和４３年大分市条例第３７号）の一部を次の

ように改正する。

　 　第２条第４号中「市長」を「上下水道事業管理者（以下「 管理者」という。）」

に改め、同条第５号中「 市長」を「 管理者」に改める。

　　第２条の３から第２条の５までの規定中「 規則」を「 規程」に改める。

　 　第２条の７ただし書並びに第３条第４号及び第５号中「 市長」を「 管理者」

に改める。

　　第４条第１項中「 規則」を「 規程」に、「 市長」を「 管理者」に改める。

　 　第５条第１項及び第２項中「 市長」を「 管理者」に改め、同条第３項中「 規

則」を「 規程」に改める。

　　第５条の２から第９条までの規定中「 市長」を「 管理者」に改める。

　 　第９条の２第１項中「 規則」を「 規程」に、「 市長」を「 管理者」に改め、

同条第２項中「 規則」を「 規程」に、「 市長」を「 管理者」に改める。

　 　第１２条から第１５条までの規定及び第１７条中「 市長」を「 管理者」に

改める。

—  議９８ 〜６   —



　　第１７条の２第６号中「 規則」を「 規程」に改める。

　 　第１８条から第１９条の３までの規定、第１９条の６ただし書、第２０条

第２項及び第２１条中「 市長」を「 管理者」に改める。

　　第２４条及び別表第１の備考第３項中「 規則」を「 規程」に改める。

　　別表第２及び別表第３中「 市長」を「 管理者」に改める。

　（大分都市計画下水道事業受益者負担等に関する条例の一部改正）

２ １　大分都市計画下水道事業受益者負担等に関する条例（昭和４７年大分市

条例第１号）の一部を次のように改正する。

　 　第２条第１項ただし書中「 市長」を「 上下水道事業管理者（以下「 管理者」

という。）」に改め、同条第２項中「 市長」を「 管理者」に改める。

　 　第３条、第５条から第１３条までの規定及び第１５条中「 市長」を「 管理

者」に改める。

　（大分市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）

２ ２　大分市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４０年大分市

条例第３３号）の一部を次のように改正する。

　　第８条中「 水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改める。

　（大分市水道事業給水条例の一部改正）

２ ３　大分市水道事業給水条例（平成９年大分市条例第４０号）の一部を次の

ように改正する。

　　第４条中「 大分市水道事業管理者」を「 上下水道事業管理者」に改める。

提案理由

　水道局と下水道部を統合し上下水道局を設置いたしたく本案を提出する。

—  議９８ 〜７   —



議 第 ９ ９ 号

　　　大分市消防団条例の一部改正について

　大分市消防団条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　　　大分市消防団条例の一部を改正する条例

　大分市消防団条例（昭和４０年大分市条例第３１号）の一部を次のように改

正する。

　第６条第２項中「 ６０歳」を「 ６５歳」に改める。

　　　附　則

　この条例は、公布の日から施行する。

提案理由

　消防団員の定年を延長いたしたく本案を提出する。

—  議９９ 〜１   —



議第１００号

　　　大分市立小学校設置条例及び大分市立中学校設置条例の一部改正

　　　について

　大分市立小学校設置条例及び大分市立中学校設置条例の一部を改正する条例

を次のように定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　　　大分市立小学校設置条例及び大分市立中学校設置条例の一部を改

　　　正する条例

　（大分市立小学校設置条例の一部改正）

第 １条　大分市立小学校設置条例（昭和３９年大分市条例第３７号）の一部を

次のように改正する。

　　別表大分市立判田小学校の項中

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」に改める。　　　　　

　（大分市立中学校設置条例の一部改正）

第 ２条　大分市立中学校設置条例（昭和３９年大分市条例第３８号）の一部を

次のように改正する。

　　別表大分市立判田中学校の項中

大分市大字中判田１８１８番地

大分市判田台東一丁目２番１号

—  議１００ 〜１   —



　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」を

　「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」に改める。

　　　附　則

　この条例は、平成３０年１月６日から施行する。

提案理由

　字の区域及びその名称の変更に伴い、規定の整備をいたしたく本案を提出す

る。

大分市大字中判田２２５４番地

大分市判田台北一丁目１番１号

—  議１００ 〜２   —



議第１０１号

　　　大分市立幼稚園条例の一部改正について

　大分市立幼稚園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　　　大分市立幼稚園条例の一部を改正する条例

　大分市立幼稚園条例（昭和３９年大分市条例第４０号）の一部を次のように

改正する。

　第４条第２項の表備考中「 第２９条」を「 第２９条第１項」に改める。

　別表大分市立判田幼稚園の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　」を

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　」に改める。　　　　　

　　　附　則

　この条例中第４条第２項の表備考の改正規定は公布の日から、別表大分市立

判田幼稚園の項の改正規定は平成３０年１月６日から施行する。

提案理由

　学校教育法施行令の一部改正並びに字の区域及びその名称の変更に伴い、規

定の整備をいたしたく本案を提出する。

大分市大字中判田１８１０番地

大分市判田台東一丁目２番２号

—  議１０１ 〜１   —



議第１０２号

　　　大分市いじめ問題第三者調査委員会条例の一部改正について

　大分市いじめ問題第三者調査委員会条例の一部を改正する条例を次のように

定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　　　大分市いじめ問題第三者調査委員会条例の一部を改正する条例

　大分市いじめ問題第三者調査委員会条例（平成２６年大分市条例第５号）の

一部を次のように改正する。

　第３条中「 ５人」を「 １０人」に改める。

　第５条中「 委員」の次に「（第７条第１項の規定に基づき臨時委員を置く場

合にあっては、臨時委員を含む。第８条第３項において同じ。）」を加える。

　第９条を第１１条とし、第８条を第１０条とする。

　第７条第１項中「（以下「 会議」という。）」を削り、同条第２項中「 会議」

を「 委員会の会議」に、「 過半数」を「 ２分の１以上」に改め、同条第３項中

「 会議」を「 委員会の会議」に改め、同条を第８条とし、同条の次に次の１条

を加える。

　（部会）

第 ９条　委員会は、必要があると認めるときは、委員会に部会を置くことがで

きる。この場合において、当該部会による調査をもって委員会による調査と

することができる。

２ 　部会は、委員のうちから委員長が指名する者５人以上及び委員長が指名す

る臨時委員（第７条第１項の規定に基づき臨時委員を置く場合に限る。）を

もって組織する。

—  議１０２ 〜１   —



３　部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選出する。

４　部会長は、当該部会の事務を掌理する。

５ 　部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、当該部会に属する

委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

６　前条の規定は、部会の会議について準用する。

　第６条の次に次の１条を加える。

　（臨時委員）

第 ７条　委員会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員

を置くことができる。

２ 　臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識及び経験を有する者の

うちから教育委員会が委嘱する。

３ 　臨時委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解任される

ものとする。

　　　附　則

　この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

提案理由

　大分市いじめ問題第三者調査委員会の定数を変更するとともに、部会等を置

くことができることといたしたく本案を提出する。

—  議１０２ 〜２   —



議第１０３号

　　　公の施設に係る指定管理者の指定について

　公の施設に係る指定管理者を指定いたしたく、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　　大分市多世代交流プラザ

２　指定管理者となる団体

　　大分市金池南一丁目５番１号

　　社会福祉法人　大分市社会福祉協議会

　　会長　右　田　芳　明

３　指定の期間

　　平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで

提案理由

　大分市多世代交流プラザに係る指定管理者の指定をいたしたく本案を提出す

る。

—  議１０３ 〜１   —



議第１０４号

　　　公の施設に係る指定管理者の指定について

　公の施設に係る指定管理者を指定いたしたく、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　　大分市活き活きプラザ潮騒

２　指定管理者となる団体

　　大分市金池南一丁目５番１号

　　社会福祉法人　大分市社会福祉協議会

　　会長　右　田　芳　明

３　指定の期間

　　平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで

提案理由

　大分市活き活きプラザ潮騒に係る指定管理者の指定をいたしたく本案を提出

する。

—  議１０４ 〜１   —



議第１０５号

　　　公の施設に係る指定管理者の指定について

　公の施設に係る指定管理者を指定いたしたく、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　　大分市丹生温泉施設

２　指定管理者となる団体

　　大分市大字松岡３７４３番地

　　社会福祉法人　大分市福祉会

　　理事長　大　塚　富　造

３　指定の期間

　　平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで

提案理由

　大分市丹生温泉施設に係る指定管理者の指定をいたしたく本案を提出する。

—  議１０５ 〜１   —



議第１０６号

　　　公の施設に係る指定管理者の指定について

　公の施設に係る指定管理者を指定いたしたく、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　　大分市高崎山自然動物園

２　指定管理者となる団体

　　大分市大字神崎字ウト３０９８番地の１

　　一般財団法人　大分市高崎山管理公社

　　理事長　久　渡　　　晃

３　指定の期間

　　平成３０年４月１日から平成３３年３月３１日まで

提案理由

　大分市高崎山自然動物園に係る指定管理者の指定をいたしたく本案を提出す

る。

—  議１０６ 〜１   —



議第１０７号

　　　公の施設に係る指定管理者の指定について

　公の施設に係る指定管理者を指定いたしたく、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議決を求める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称

　　大分市海部古墳資料館

２　指定管理者となる団体

　　大分市坂ノ市西一丁目１０番６号

　　坂ノ市地区社会教育関係団体連絡協議会

　　会長　指　原　健　一

３　指定の期間

　　平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで

提案理由

　大分市海部古墳資料館に係る指定管理者の指定をいたしたく本案を提出す

る。

—  議１０７ 〜１   —



議第１０８号

　　　大分地域広域市町村圏協議会の廃止に関する協議について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定によりその例

によることとされる同法第２５２条の２の２第１項の規定に基づき、平成２９

年１２月３１日をもって大分地域広域市町村圏協議会を廃止する。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

提案理由

　由布市との間で連携協約を締結したことに伴い、大分地域広域市町村圏協議

会を廃止いたしたく本案を提出する。

—  議１０８ 〜１   —



議第１０９号

　　　住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の

　　　方法について

　住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規定に

より、本市における住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における

住居表示の方法を次のとおり定める。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　実施すべき市街地の区域　　別図のとおり

２　住 居 表 示 の 方 法　　街区方式

—  議１０９ 〜１   —



—  議１０９ 〜２   —



—  議１０９ 〜３   —



—  議１０９ 〜４   —



—  議１０９ 〜５   —



提案理由

　岡川地区の一部、牧地区の一部、千歳地区の一部、上宗方地区の一部、市地

区の一部、小野鶴地区の一部及び横尾地区の一部の住居表示を実施するため、

その実施すべき市街地の区域及び住居表示の方法を定めたく本案を提出する。

—  議１０９ 〜６   —



議第１１０号

　　　工事請負契約の締結について

　次のとおり工事請負契約を締結する。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

１　契 約 の 目 的　　本庁舎耐震性能増強外改修工事

２　工 事 の 概 要　　耐震補強工事

　　　　　　　　　　防水改修工事

　　　　　　　　　　外壁改修工事

３　契 約 の 方 法　　一般競争入札

４　契 約 の 金 額　　７０２,８４９,９６０円

５　工 　 　 　 期　　着工　本契約成立後契約担当者の指定する日

　　　　　　　　　　完成　平成３１年２月２８日

６　契約の相手方　　平倉・竹内特定建設工事共同企業体

　　　　　　　　　　　代表構成員

　　　　　　　　　　　　大分市中島中央三丁目１番１１号

　　　　　　　　　　　　平倉建設株式会社

　　　　　　　　　　　　代表取締役　平　倉　啓　貴

　　　　　　　　　　　構成員

　　　　　　　　　　　　大分市舞鶴町一丁目１２番１９号

　　　　　　　　　　　　株式会社　竹内工務店

　　　　　　　　　　　　代表取締役　篠　田　浩　利

—  議１１０ 〜１   —



提案理由

　本庁舎耐震性能増強外改修工事について請負契約を締結いたしたく本案を提

出する。

—  議１１０ 〜２   —



議第１１１号

　　　市道路線の認定及び廃止について

　市道路線を次のように認定し、及び廃止する。

　　平成２９年１１月３０日　提　出

大分市長　佐　藤　樹一郎　　　

　認定する市道路線
図面
番号 路　　線　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

滝尾小学校線 大字羽田
　　４８０番　　１地先

大字羽田
　　３４５番　　　地先

１ 葛木１号線 大字葛木
　　４４３番　　１地先

大字葛木
　　４４２番　　５地先

２ 葛木２号線 大字葛木
　　４４１番　　５地先

大字葛木
　　４４１番　　７地先

１ 南生石１１号線 大字生石
　　４５７番　１２地先

大字生石
　　４５９番　２２地先

２ 南生石１２号線 大字生石
　　４６０番　１５地先

大字生石
　　４６０番　１６地先

杉原碇尾線 大字杉原
　　８５４番１１３地先

大字杉原
　　２１７番　　３地先

　廃止する市道路線
図面
番号 路　　　線　　　名 起　　　　　点 終　　　　　点

杉原碇尾線 大字杉原
　　８４６番　　　地先

大字杉原
　　２１７番　　３地先

—  議１１１ 〜１   —



提案理由

　市道路線を認定し、及び廃止いたしたく道路法第８条第２項及び第１０条第

３項の規定により本案を提出する。

—  議１１１ 〜２   —



—  議１１１ 〜３   —



—  議１１１ 〜４   —



—  議１１１ 〜５   —



—  議１１１ 〜６   —



—  議１１１ 〜７   —




